
香芝市議会事務局処務規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

  令和７年３月２７日 

香芝市議会議長 中 村 良 路 

香芝市議会規程第１号 

   香芝市議会事務局処務規程の一部を改正する規程 

 香芝市議会事務局処務規程（平成１６年議会規程第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３条議会総務係の項中第１１号を削り、第１２号を第１１号とし、第１３

号から第２３号までを１号ずつ繰り上げる。 

 第８条中第６号を削り、第７号を第６号とする。 

   附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 


